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河原や道路沿いなどでよく見られる
オオキンケイギクは、多年草で繁殖
力が強く、生態系に重大な影響を及
ぼす恐れがあるため、特定外来生物
に指定されています。
特徴▶草丈は、30～70センチメー
トル程度。根元付近から束状に生え、
4月～7月頃コスモスに似た形の黄
色い花を咲かせます。
発見したときは▶自宅の庭先等に生
えている場合は、ご自身で駆除をお
願いします。公園・河原・土手・道
路等の公共の場所に生えている場合
は、その管理者にご連絡ください。
駆除の方法▶刈ってもすぐに再生す
るため、種子ができる前に丁寧に根
から引き抜き、袋に入れて数日間天
日にさらし、枯死させて可燃ごみと
して処分してください。また、翌年
以降種子の発芽や再生がないか確認
してください。完全な駆除には、数
年にわたって抜き取りが必要です。

B新エネルギー・環境政策課
☎823-9209

オオキンケイギクの栽培・
保管・運搬等は禁止です

イノシシなど有害鳥獣からの農作物
被害を防止するため、電気柵や金網
柵等の設置を支援しています。
対象 �①市内に住民登録がある②設置
希望の圃

ほ
場が市内にある③農作

物を生産販売している農業者(
家庭菜園・良心市のみでの販売
は除く)④市税に滞納がない
ーの全てを満たす方

対象経費▶電気柵、ワイヤーメッシ
ュ柵、電気柵用防草シート、苗シェ
ルター等の資材購入費（税抜）
補助率▶2分の1以内
補助金上限額▶20万円 
ほか �資材購入前・施工前に相談・申
請を行ってください。 申請前に
購入・施工した資材等は補助対
象外となります。 申し込み方法
など詳しくは、お問い合わせくだ
さい。予算がなくなり次第終了。

B農林水産課☎823-9458

鳥獣被害防止柵の
設置を支援します

4月15日㈬から7月31日㈮まで不
正大麻・けし撲滅運動を実施します。
けしの中には、法律で栽培が禁止さ
れているものがあります。
栽培してはいけないけしの主な特徴
▶①葉、茎、つぼみにほとんど毛が
ない②葉が茎から直接生え、その付
け根は葉を巻き込んでいる
違法な大麻やけしを発見した場合
は、県薬務衛生課(☎︎823-9682)ま
でお問い合わせください。
B地域保健課☎︎822-0577

各企業との「協働の森パートナーズ
協定」に基づき、令和7年10月9日・
10日に㈱オンワードホールディン
グス、10月25日にアクサグループ、
11月8日にNTT西日本グループ、
11月29日に井上石灰工業㈱、令和
8年2月26日に太平洋セメント㈱お
よび高知太平洋鉱業㈱と交流活動を
実施しました。今後も、引き続き森
林整備を進め、企業と地域の交流に
よる地域振興を行っていきます。
B鏡地域振興課☎896-2001

不正大麻・けし撲滅運動

協働の森づくり事業の
交流活動実施報告

ゴールデンウイーク期間中は
多くの方が桂浜を訪れるため
周辺の道路の混雑が予想され
ます。無料の送迎バスを運行しますの
で、ぜひご利用ください。
※雨天時は中止となる場合があります。

B観光魅力創造課☎803-4319

高知医療学院北側駐車場

時～9 時18

運 行 日 時

月 日（日・祝）～5 3 月 日（火・祝）5 5

ゴールデンウイーク中の桂浜へは
無料送迎バスをご利用ください

高知医療学院
北側駐車場

（長浜6012-10）
（浦戸6）
桂浜公園

運行ルート
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令和８年度から子ども・子育て支援
金制度が開始され、4月分から医療
保険料と合わせて支援金を拠出して
いただきます。国民健康保険料は6月
から、後期高齢者医療保険料は7月
から、それぞれ徴収が開始されます。
国民健康保険料の限度額▶子ども・
子育て支援金分3万円(新設)、基礎
賦課分1万円の計4万円増額となり、
92万円から96万円(40歳から64歳
の方は109万円から113万円)に変
更となります。
後期高齢者医療保険料の限度額▶子
ども・子育て支援金分2万1,000円
(新設)、基礎賦課分5万円の計7万
1,000円増額となり、80万円から
87万1,000円に変更となります。
B保険医療課
資格賦課担当☎︎823-9360
後期高齢者医療担当☎︎823-9380

日常生活の中で身体の衰えを感じ、
「介護サービスを利用しようかな」
と感じることはありませんか。4月
から介護認定の受付窓口で、10項
目の「確認書」によるチェックが始
まりました。「確認書」の結果を基
に身体の状態を確認し、必要な介護
サービスを地域包括支援センターの
職員が一緒に考え、支援します。お近
くの地域包括支援センターまでご相
談ください。
B基幹型地域包括支援センター
☎823-9121

子ども・子育て支援金
および限度額のお知らせ

弱り始めが元気の
戻し時、まずは相談を

特別障害者手当▶心身に著しく重度
の障害があり、常時特別の介護を必要
とする在宅の20歳以上の方(対象と
なる入所施設あり)。月額3万450円。
障害児福祉手当▶心身に重度の障害
があり、日常生活に著しい制限を受
ける在宅の20歳未満の方（対象とな
る入所施設あり）。月額1万6,560円。
特別児童扶養手当▶心身に障害があ
るため介護を必要としている20歳未
満の児童を養育している父母または
養育者の方(対象児童が施設に入所
または公的障害年金を受給している
場合を除く)。月額1級 5万8,450円、
2級 3万8,930円。
ほか �いずれも受給には要件がありま
す。詳しくは、お問い合わせく
ださい。

B障がい福祉課 医療福祉担当
☎823-9053

25メートルプールは5月18日㈪か
ら6月6日㈯まで工事のため休業し
ます。また、くろしおアリーナ体育
館は5月16日㈯で営業を終了し、
50メートルプールへの床転換作業
を行います。 両
プールともに6月
7日㈰に営業再開
予定です。
B市スポーツ振興事業団
☎878-1150

障害のある方への
各種手当

くろしおアリーナの営業日程

マイナンバーカードを取得している
方は、国民年金に係る一部の手続き
をマイナポータル(行政手続のオン
ライン窓口)で行うことが
できます。申請書の作成
などが簡単に行えますの
で、ぜひご活用ください。
対象となる手続き▶①国民年金第１
号被保険者加入の届け出②国民年金
保険料免除・納付猶予の申請③国民
年金保険料学生納付特例の申請④国
民年金付加保険料納付(辞退)申し出
⑤国民年金保険料産前産後免除該当
届け出⑥国民年金保険料口座振替納
付(変更)申し出⑦国民年金保険料口
座振替納付(辞退)申し出、など。
B高知東年金事務所☎831-4430、
高知西年金事務所☎875-1717、
ねんきん加入者ダイヤル
☎0570-003-004

身体の衰えを感じて外出や入浴が不
安になってきた方、諦める前にご相
談ください。市が委託した理学療法
士や作業療法士(リハビリ専門職)が
地域包括支援センターの職員と一緒
にご自宅を訪問し、日常の困り事の
解消に向けた支援策を、専門的な視
点で見立て、ご提案します。
ほか �年1回、1時間程度。要介護認定
は不要。お近くの地域包括支援
センターまでご相談ください。

B基幹型地域包括支援センター
☎823-9121

国民年金の手続きを
スマートフォンで

リハビリ専門職の
訪問事業を始めます

市では、ホタルの乱獲防止や保護を目的に「高知市ほたる条例」を制定しており、市内全域でホタ
ル（卵から成虫まで）の捕獲・殺傷を禁止しています（一時捕獲を除く）。また、市内6カ所のホタ
ルの指定保護区域では、ホタルの餌となるカワニナの捕獲・殺傷なども禁止していま
す。ただし、ホタルの保護増殖・調査・環境学習などのために市長が許可した場合に限
り、ホタルやカワニナの捕獲などができます。詳しくはお問い合わせください。

指定保護区域
①鏡川水系（宗安寺橋より上流全域）
②名切川上流（北谷橋より上流）
③久万川（中久万橋から西久万400番4地
　先の柿内頭首工まで）
④宇賀谷川（市道長浜46号線より上流）
⑤内ノ谷川（行吉橋より上流）
⑥長谷川

ホ タ ル 保 護 に ご 協 力 をホ タ ル 保 護 に ご 協 力 を

B新エネルギー・環境政策課☎823-9209

初夏の夜に飛び始めるホタル。ホ
タルは音に敏感です。そっと静か
に観賞しましょう。また、ホタル
は子孫を残すために光によって交
信します。懐中電灯や車のライト
などの強い光で直接ホタルを照ら
さないようにしましょう。

ホタル観賞のマナー

新川川

鷲尾トンネル
神田トンネル

春野総合運動公園

県道高知南環状線県道高知南環状線
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　⑤内ノ谷川　⑤内ノ谷川

宇賀谷川④宇賀谷川
⑥長谷川

ホタルの指定保護区域

高知自動車道

県道高知北
環状線

県道高知北
環状線
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初月小初月小

②名切川上流③久万川
① 鏡川水系①鏡川水系

行川川

おも谷川

大筋川

宗安寺橋宗安寺橋
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飼い主のいない猫の
不妊・去勢手術を支援します
飼い主のいない猫の

不妊・去勢手術を支援します

B生活食品課☎822-0588
※両事業とも予算がなくなり次第終了。

望まれない繁殖により殺処分されていく命を減らすために、猫の不
妊・去勢手術費の一部を補助します。補助金額は、不妊手術6,000
円・去勢手術4,000円です。補助対象は、市内で捕獲し、不妊去勢手術およ
び耳カット等を行った後に、元の場所に戻される飼い主のいない猫です。

飼い主のいない猫を世話する個人への補助

猫の糞尿などによる生活環境被害を減らすために、地域住民の理解
と協力の下にルールを作り、地域で生活する猫を適切に管理する活
動を行う団体（町内会等）に対して、活動費用の一部を補助します。補助金
上限金額は、①調査啓発活動および譲渡・地域見守り活動2万円②不妊去勢
手術20万円、1匹につき不妊手術1万2,000円・去勢手術8,000円（耳カッ
ト費含む）。①と②の合計は20万円。※この制度を利用するためには、地域
猫活動の団体登録が必要です。

地域猫活動を行う団体（町内会等）への補助


